
2022年10⽉6⽇

再処理⼯場 ⾼レベル廃液ガラス固化建屋における
供給液槽Bの安全冷却機能の⼀時喪失に

対する対策検討について
（概要版）
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本⼯事で⾏った⾏為 本来実施すべきであった対応 問題点
〇作業要領書作成
 運転中の系列への悪影響を防⽌するための注

意事項
 作業許可されている既設構造物以外は触れない
 ダブルチェック、2⼈以上で作業を⾏う
 所定の許可を受けた弁操作については、現場管理者の

指⽰に従う
 作業要領書どおり作業を進めることができなくなった場合、

必ず当社に連絡し⼗分協議の上、作業要領書を改訂
し承認を得て作業を進める

 作業対象、新規に設置した弁の管理などを明確
にする

 作業許可されている既設構造物（新規に設置した弁等
を含む）以外は触れない

 弁の開閉作業等については、当社社員⽴会のもと、作
業対象のダブルチェックを⾏い、作業を⾏う

 所定の許可を受けた弁操作については、当社社員⽴会
のもと、作業対象のダブルチェックを⾏い、作業を⾏う

 作業要領書どおり作業を進めることができなくなった場合、
必ず当社に連絡し⼗分協議の上、作業要領書を改訂
し承認を得て作業を進める

 新設弁の取扱い、ダブルチェッ
ク対象などが不明確であった

〇改造計画書作成
 安全冷却⽔系の冷却機能低下については、警

報で検知することとしていた
 安全冷却⽔系のB系列のみの運転状態でも、2

系列運転と同様の監視状態であった

 冷却機能喪失に伴い警報を発報させる

 1系列運転時は、安全冷却⽔の冷却機能低下
を早期に発⾒するため、監視頻度を上げる等の対
策を講じる

 安全冷却⽔系の全体流量に
対する警報設定のため、個々
の冷却⽔の供給停⽌を把握
できなかった

 安全冷却⽔系のB系列のみの
運転状態にも関わらず、2系
列運転と同様の監視状態で
あった

〇リスクの抽出
 運転中の安全冷却⽔ポンプの単⼀故障に対し

てリスク評価を実施
 冷却機能が喪失する対応に対して、社内標準

類に定める対応を⾏うこととしていた

 ポンプ単⼀故障に加え、新規制基準で整理され
ている重⼤事故につながる要因（誤操作等）に
よる冷却機能喪失のリスクも評価する

 冷却機能喪失に対する対応を改造計画書に記
載する

 誤操作による冷却機能喪失の
観点が不⾜していた

 改造計画書に冷却機能喪失に
対して社内標準類に定める対
応⾏う旨を記載していなかった
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7/19に提出した報告書で整理した運転、設備、作業管理の原因及び対策に対し、改めて計画段
階、実施段階、事象発⽣段階における問題点を整理し、不⾜部分がないか体系的に確認した。

＜計画段階＞

３．計画段階、実施段階、事象発⽣段階における
問題点の体系的な整理（１/３）



本⼯事で⾏った⾏為 本来実施すべきであった対応 問題点
〇異常の検知⼿段・監視
 2系列運転時と同様、4時間毎にデータ確認を

実施していた
 当直へは⽇々の作業開始、終了のみ連絡してい

た

 1系列運転時は、安全冷却⽔の冷却機能低下
を早期に発⾒するため、監視頻度を上げる等の対
策を講じる

 作業開始前の連絡において、⼯事部⾨から当直
に対して当⽇の⼯事の具体的な内容を伝え、運
転状態を踏まえて注意する点がないか確認する

 安全冷却⽔系のB系列のみの
運転状態にも関わらず、2系
列運転と同様の監視状態で
あった

 当直は、⼯事部⾨から当⽇の
⼯事の具体的な内容を伝えら
れていなかったため、運転状態
を踏まえた作業上の注意すべ
き点を⼯事部⾨に共有できな
かった

〇作業管理
 ⼝頭で曖昧な指⽰を⾏った
 作業員が⼀⼈で弁の開閉作業等が⾏えると判

断し作業を実施した
 当直へは⽇々の作業開始、終了のみ連絡してい

た
 系統の隔離確認、溶接等の⽕気作業、検査等

を⼯事中のホールドポイントとして設定し、当社
⼯事監理員の⽴会を⾏い、作業が問題なく実
施されていることを確認していた

 作業指⽰、作業対象等を明確にし、作業前に要
領書等で確認する

 ⼯事中に設置した弁についても社内運⽤に定め
る表⽰札等により管理し、当社⼯事監理員⽴会
のもと操作を⾏う

 作業開始前の連絡において、⼯事部⾨から当直
に対して当⽇の⼯事の具体的な内容を伝え、運
転状態を踏まえて注意する点がないか確認する

 ⼯事中のホールドポイントにおいて、当社⼯事監
理員は⽴会を⾏い、作業が問題ないことを確認す
る

 作業指⽰、作業対象等が⼝
頭で不明確であった

 新規に設置した弁の扱いが不
明確であったため、当社⼯事
監理員の⽴会のもとで作業を
していなかった

 当直は、⼯事部⾨から当⽇の
⼯事の具体的な内容を伝えら
れていなかったため、運転状態
を踏まえた作業上の注意すべ
き点を⼯事部⾨に共有できな
かった

＜実施段階＞

5

３．計画段階、実施段階、事象発⽣段階における
問題点の体系的な整理（２/３）



本⼯事で⾏った⾏為 本来実施すべきであった対応 問題点
〇識別管理、施錠管理
 同じ部屋内に異なる系列の配管や弁等が設置

されている場所があり、配管は部分塗装による識
別管理をしていた

 弁ハンドル部の銘板にのみ弁番号を表⽰してい
た

 新規に設置した弁は⼯事完了後に弁の開閉状
態を表⽰する計画としていた

 流量調節弁等の⼀部の弁のみ固縛措置を実施
していた

 どの系列の弁か識別できるようにする
 弁番号をわかりやすく表⽰する
 弁の開閉状態を容易に確認できるようにする
 誤操作、接触等により弁の状態が変化しない措

置を⾏う

 同じ部屋に異なる系列の弁等
があったが表⽰がなかった

 弁番号は視認しにくい状態で
あった

 開閉状態を容易に判断できる
ように表⽰していなかった

 運転状態を維持する措置を
実施していなかった

＜実施段階＞

本⼯事で⾏った⾏為 本来実施すべきであった対応 問題点
〇初動対応
 2系列運転時と同様、4時間毎にデータ確認を

実施していた
 冷却機能の⼀時喪失までの判断に時間を要し

た

 安全冷却⽔流量の低下を早期に検知する
 仕切弁の閉⽌に起因する個別貯槽の冷却機能

喪失の可能性を考慮し、速やかに安全冷却⽔の
流量が低下した貯槽等を判断する

 事象発⽣から発⾒までに時間
を要した

 各貯槽における冷却機能を判
断するための指標がなかった

＜事象発⽣段階＞
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３．計画段階、実施段階、事象発⽣段階における
問題点の体系的な整理（３/３）



項⽬ 問題点 具体的な対策または定着に向けた活動

計画段階

〇作業要領書作成
 新設弁の取扱い、ダブルチェック対象などが不明確であった

（作業管理）
 作業要領書等で対象弁の明確化

（⼯事中の弁の取扱い、ダブルチェック対象等）
 協⼒会社への基本事項の再周知

 作業要領書で作業対象の弁を明確にする
 既設設備の無断操作の禁⽌※

※当社⼯事監理員の⽴会の下、2⼈作業で表⽰
札を⽤いて確認し作業

 現場判断での計画外作業の禁⽌
 安全上重要な施設近傍での⼀⼈作業やその場で

の安易な判断による作業の禁⽌
 「現場作業におけるべからず集」の周知、教育

 新規⼊所者には、⼊所時教育等で教育を実施

〇改造計画書作成
 安全冷却⽔系のB系列のみの運転状態にも関わらず、2系

列運転と同様の監視状態であった
 安全冷却⽔系の全体流量に対する警報設定のため、

個々の冷却⽔の供給停⽌を把握できなかった

（運転管理）
 流量等の監視強化（4時間→1時間）

 各貯槽に供給される冷却⽔流量のリスト化
 冷却⽔流量の警報設定値等の⾒直し

〇リスクの抽出
 誤操作による冷却機能喪失の観点が不⾜していた
 改造計画書に冷却機能喪失に対して社内標準類に定め

る対応⾏う旨を記載していなかった

（作業管理）
 新規制基準で整理されている事故につながる要因

（誤操作含む）を考慮したリスク評価
 想定したリスクに対する対応を改造計画書に記載

３．計画段階、実施段階、事象発⽣段階における
対策の体系的な整理（1/2）
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前⾴までに整理した問題点に対し、対策、定着に向けた活動を整理した。
下記の整理した結果に対し、運転管理、設備管理、作業管理における問題点、対策をP９以降にま
とめた。



項⽬ 問題点 具体的な対策または定着に向けた活動

実施段階

〇異常の検知⼿段・監視
 安全冷却⽔系のB系列のみの運転状態にも関わらず、2系

列運転と同様の監視状態であった
 当直は、⼯事部⾨から当⽇の⼯事の具体的な内容を伝え

られていなかったため、運転状態を踏まえた作業上の注意す
べき点を⼯事部⾨に共有できなかった

（運転管理）
 流量等の監視強化（4時間→1時間）
（作業管理）
 作業管理の関与の強化

 弁の開閉作業をホールドポイントに追加
 ⼯事部⾨から当直へ⽇々の作業内容を明確にす

ることにより、当直は、設備の運転状況を踏まえた
作業上の注意すべき点を⼯事部⾨に共有する

〇作業管理
 作業指⽰、作業対象等が⼝頭で不明確であった
 新規に設置した弁の扱いが不明確であったため、当社⼯事

監理員の⽴会のもとで作業をしていなかった
 当直は、⼯事部⾨から当⽇の⼯事の具体的な内容を伝え

られていなかったため、運転状態を踏まえた作業上の注意す
べき点を⼯事部⾨に共有できなかった

（作業管理）
 作業要領書等で作業対象を明確し、当社監理

員の⽴会のもとダブルチェックを⾏い、作業を実施
 協⼒会社への基本事項の再周知
 「現場作業におけるべからず集」の周知、教育
 作業管理の関与の強化

 弁の開閉作業をホールドポイントに追加
 ⼯事部⾨から当直へ⽇々の作業内容を明確にす

ることにより、当直は、設備の運転状況を踏まえた
作業上の注意すべき点を⼯事部⾨に共有する

〇識別管理、施錠管理
 同じ部屋に異なる系列の弁等があったが表⽰がなかった
 弁番号は視認しにくい状態であった
 開閉状態を容易に判断できるように表⽰していなかった
 運転状態を維持する措置を実施していなかった

（設備管理）
 系列の識別表⽰
 弁番号の拡⼤表⽰
 弁の開閉状態の表⽰、視認できるマーキング
 弁の施錠管理の実施

事象発⽣
段階

〇初動対応
 事象発⽣から発⾒までに時間を要した
 各貯槽における冷却異能を判断するための指標がなかった

（運転管理）
 流量等の監視強化（4時間→1時間）

 各貯槽に供給される冷却⽔流量のリスト化
 冷却⽔流量の警報設定値等の⾒直し 8

３．計画段階、実施段階、事象発⽣段階における
対策の体系的な整理（2/2）







３．問題点および対策（作業管理）
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計画段階
• 作業要領書作成

• 基本的な注意事項を記載
（問題点①）

• 改造計画書作成
• 安全冷却⽔ポンプの単⼀故障をリスク

抽出（問題点③）

• 社内有識者のレビューおよび運転部⾨
との協議

実施段階
• 隔離

• 当直は隔離札等で隔離を実施
• 改造の実施

• ⼝頭による曖昧指⽰を実施
（問題点②）

• ⼯事中に設置した弁を作業員が1⼈で
弁の開閉作業が可能と判断し作業を
実施（問題点①）

• 当直へ作業開始連絡等を実施
（問題点④）

問題点

対策前の業務フロー 対策後の業務フロー

計画段階
• 作業要領書作成

• 作業対象等を明確にする
• 改造計画書作成

• 安全冷却⽔ポンプの単⼀故障リスクに
加え、新規制基準で整理されている事
故につながる要因（誤操作含む）を
考慮したリスク評価を⾏う

• 社内有識者のレビューおよび運転部⾨
との協議を⾏う

実施段階
• 隔離

• 当直は隔離札等で隔離を実施する
• 改造の実施

• 作業要領書、社内運⽤の表⽰札等で
作業対象を確認する

• 当社監理員の⽴会のもとダブルチェック
を⾏い、弁の開閉作業を実施する

• 作業開始連絡に加え、当直は、設備
の運転状況を踏まえた作業上の注意
すべき点を⼯事部⾨に共有する

①作業要領書等での作業対象等が不明確
②⼝頭で不明確な指⽰
③誤操作のリスク評価不⾜
④当直と⼯事部⾨の情報共有不⾜





４．⽔平展開

対策を講じる対象 施錠管理 識別表示
安全冷却水系 2022年８月末実施済 2022年９月末まで

プール水冷却系 2022年７月末実施済 2022年９月末まで

補給水設備 2022年12月末まで 2022年12月末まで
建屋換気設備等 2022年12月末まで 2022年12月末まで
非常用所内電源系統 従前より対応済 従前より対応済
安全圧縮空気系（水素掃気用） 従前より対応済 2022年９月末まで
安全圧縮空気系（上記以外） 2022年12月末まで 2022年12月末まで
制御建屋中央制御室換気設備
及び主排気筒ガスモニタ

2022年12月末まで 2022年12月末まで

安全蒸気系 対象外※ 2022年12月末まで

安全上重要な施設のうち、運転管理上管理を要する保安規定に定める「保安上
特に管理を必要とする設備」を対象とし、誤操作等による運転状態の停⽌を防ぐ
⽬的から、安全機能に影響を与えうる現場で⼿動操作が可能な仕切弁（ダンパ
等を含む）に対し、弁等の施錠管理および弁の識別の対策を⾏う。

※安全蒸気系は、セル内での漏えい液の回収時に使⽤する設備であり、使⽤の
都度、ボイラを起動し、系統構成のために弁の開閉操作等を⾏う。このため、弁
状態が通常状態から異なっていたとしても、当直員が運転⼿順書に基づきダブル
チェックにて開閉操作を⾏うことから、施錠しなくても確実に安全蒸気の供給が⾏
えるため、対象外とする。
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【参考】安全冷却⽔系の概要
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安全冷却⽔系は、⾼レベル廃液等を貯留する貯槽内の放射性物質の崩壊により発⽣する崩壊熱を除去し、⾼
レベル廃液等が沸騰に⾄るのを防⽌するために、貯槽に設置された冷却コイル・冷却ジャケットへ冷却⽔を供給す
る設備である。
１系列あたりに外部冷却系統との熱交換を⾏う中間熱交換器1基、冷却⽔を循環させる冷却⽔ポンプ２台で
構成され、1系列で崩壊熱を除去できる性能を有する。
今回の事象で停⽌した設備は、独⽴した２系列で構成され、点検・⼯事等で停⽌が必要な場合以外は、常に
２系列を運転状態としている。


